
ＪＲ東海労ニュース
会社が謝罪文手交
しかし形式的謝罪は認めない！
本部は10月23日16時、最高裁による「行政訴訟Ｍ」完全勝利決定に基づき、本部・

本社間で謝罪文の手交を行いました。会社は、社長名の謝罪文にもかかわらず本社人

事部の担当課長が手交を行い、また手交場所も本社会議室に組合側に来させるという

態度で、とても謝罪するというものではありません。

このよう会社の姿勢に対し淵上委員長から「組合側勝利の最高裁決定は10件、その

内８件が不当労働行為だ。意図的に不当労働行為を行っているのか。会社は教訓とせ

よ。」と抗議しました。
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会社は真摯に反省し、不当労働行為をやめろ！


